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〇職員数の推移 〇職員数の削減率（政令市比較）（Ｈ８年からの職員数の削減状況）

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 大阪 神戸 京都 北九州 名古屋 政令市平均 横浜 札幌 川崎 仙台 広島 福岡 千葉

職員数 11,358 11,206 10,935 10,842 10,760 10,633 10,460 10,230 10,059 H8年度 53,422 21,445 19,007 11,358 33,136 20,885 34,473 17,798 16,500 11,268 13,243 10,862 8,111

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 差
H24－H8

H24年度 36,885 15,247 13,888 8,550 25,223 16,022 26,802 14,273 13,485 9,536 11,562 9,546 7,267

職員数 9,705 9,548 9,377 9,185 8,977 8,747 8,571 8,550 ▲ 2,808 差 ▲ 16,537 ▲ 6,198 ▲ 5,119 ▲ 2,808 ▲ 7,913 ▲ 4,863 ▲ 7,671 ▲ 3,525 ▲ 3,015 ▲ 1,732 ▲ 1,681 ▲ 1,316 ▲ 844

◎選択と集中及び責任ある執行体制の構築

10,935

10,460
10,230

10,059

9,185
8,977

8,5718,550

8,747

10,633

10,76010,842

11,358

11,206

12,675

9,705
9,548

9,377

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

S54 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

職員数が最も多い年度

-31.0%

-28.9%

-26.9%

-24.7%
-23.3%

-22.3%

-18.3%

-15.4%

-12.7% -12.1%

-10.4%

-23.9%

-19.8%

-35.00%

-30.00%

-25.00%

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

大
阪

神
戸

京
都

北
九
州

名
古
屋

政
令
市
平
均

横
浜

札
幌

川
崎

仙
台

広
島

福
岡

千
葉

※総務省［平成24年地方公共団体定員管理調査］による
※平成8年度時点で政令市でない都市は除く

①

②

④

⑥

⑧

③

⑤

⑦

⑨

⑩
⑪

⑫

１



（１）総職員数 （２）一般行政部門 （３）一般管理部門

都市名 職員数 人口 都市名 職員数 人口 都市名 職員数 人口

相 模 原 4,536 700,923 ① 64.7 札 幌 7,129 1,904,319 ① 37.4 横 浜 6,427 3,629,257 ① 17.7

堺 5,562 838,675 ② 66.3 横 浜 13,747 3,629,257 ② 37.9 札 幌 3,557 1,904,319 ② 18.7

福 岡 9,546 1,422,831 ③ 67.1 福 岡 5,506 1,422,831 ③ 38.7 さ い た ま 2,298 1,223,954 ③ 18.8

浜 松 5,645 791,710 ④ 71.3 堺 3,338 838,675 ④ 39.8 堺 1,711 838,675 ④ 20.4

さ い た ま 8,945 1,223,954 ⑤ 73.1 さ い た ま 4,963 1,223,954 ⑤ 40.5 岡 山 1,418 691,955 ⑤ 20.5

横 浜 26,802 3,629,257 ⑥ 73.8 浜 松 3,223 791,710 ⑥ 40.7 仙 台 2,114 1,020,241 ⑥ 20.7

札 幌 14,273 1,904,319 ⑦ 75.0 仙 台 4,319 1,020,241 ⑦ 42.3 千 葉 1,961 937,146 ⑦ 20.9

千 葉 7,267 937,146 ⑧ 77.5 静 岡 3,104 713,640 ⑧ 43.5 相 模 原 1,484 700,923 ⑧ 21.2

岡 山 5,786 691,955 ⑨ 83.6 千 葉 4,081 937,146 ⑨ 43.5 川 崎 3,075 1,388,481 ⑨ 22.1

北 九 州 8,550 974,691 ⑩ 87.7 相 模 原 3,107 700,923 ⑩ 44.3 広 島 2,603 1,164,654 ⑩ 22.3

静 岡 6,337 713,640 ⑪ 88.8 岡 山 3,194 691,955 ⑪ 46.2 静 岡 1,619 713,640 ⑪ 22.7

熊 本 6,455 722,417 ⑫ 89.4 広 島 5,428 1,164,654 ⑫ 46.6 名 古 屋 5,041 2,177,003 ⑫ 23.2

新 潟 7,420 802,778 ⑬ 92.4 新 潟 3,805 802,778 ⑬ 47.4 浜 松 1,840 791,710 ⑬ 23.2

仙 台 9,536 1,020,241 ⑭ 93.5 北 九 州 4,756 974,691 ⑭ 48.8 神 戸 3,579 1,510,216 ⑭ 23.7

川 崎 13,485 1,388,481 ⑮ 97.1 熊 本 3,606 722,417 ⑮ 49.9 福 岡 3,394 1,422,831 ⑮ 23.9

広 島 11,562 1,164,654 ⑯ 99.3 名 古 屋 11,416 2,177,003 ⑯ 52.4 新 潟 1,961 802,778 ⑯ 24.4

京 都 13,888 1,382,113 ⑰ 100.5 神 戸 7,925 1,510,216 ⑰ 52.5 京 都 3,492 1,382,113 ⑰ 25.3

神 戸 15,247 1,510,216 ⑱ 101.0 川 崎 7,371 1,388,481 ⑱ 53.1 大 阪 7,333 2,540,873 ⑱ 28.9

名 古 屋 25,223 2,177,003 ⑲ 115.9 京 都 7,466 1,382,113 ⑲ 54.0 北 九 州 2,823 974,691 ⑲ 29.0

大 阪 36,885 2,540,873 ⑳ 145.2 大 阪 16,443 2,540,873 ⑳ 64.7 熊 本 2,115 722,417 ⑳ 29.3

政令市平均 242,950 26,537,877 91.5 政令市平均 123,927 26,537,877 46.7 政令市平均 59,845 26,537,877 22.6

 人口１万人当りの職員数  人口１万人当りの職員数  人口１万人当りの職員数

〇本市の人員体制の現状分析（政令市比較）

　⇒　総務企画部門　２．３％多い
　　　 土木部門　　　　４．４％多い
　　　 税務部門　　　　１．２％多い
　　　 商工部門　　　　２．４％多い
　　　 農林水産部門　０．４％多い
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２．人口１万人あたりの職員数

１．総務省定員管理調査結果

　⇒　一般行政部門　４．６％多い
　（部門名：総務・企画、土木、税務、商工、農林水産、議会、労働、衛生、民生）

　⇒　一般管理部門　１０．９％多い
　　　　（部門名：総務・企画、土木、税務、商工、農林水産、議会、労働）

全政令市
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商工

２



[税務] [土木] [労働] [商工] [総務・企画]

都市名 職員数 人口 都市名 職員数 人口 都市名 職員数 人口 都市名 職員数 人口 都市名 職員数 人口

岡　山 185 691,955 ① 2.7 さいたま 686 1,223,954 ① 5.6 熊　本 3 722,417 ① 0.0 千　葉 40 937,146 ① 0.4 仙　台 770 1,020,241 ① 7.5

堺 237 838,675 ② 2.8 横　浜 2,056 3,629,257 ② 5.7 福　岡 3 1,422,831 ① 0.0 札　幌 83 1,904,319 ① 0.4 札　幌 1,456 1,904,319 ② 7.6
さいたま 344 1,223,954 ③ 2.8 岡　山 420 691,955 ③ 6.1 広　島 5 1,164,654 ① 0.0 横　浜 177 3,629,257 ③ 0.5 静　岡 552 713,640 ③ 7.7

横　浜 1,105 3,629,257 ④ 3.0 札　幌 1,227 1,904,319 ④ 6.4 大　阪 11 2,540,873 ① 0.0 さいたま 63 1,223,954 ③ 0.5 横　浜 2,916 3,629,257 ④ 8.0

相模原 210 700,923 ④ 3.0 相模原 475 700,923 ⑤ 6.8 京　都 3 1,382,113 ① 0.0 岡　山 39 691,955 ⑤ 0.6 名古屋 1,768 2,177,003 ⑤ 8.1

熊　本 222 722,417 ⑥ 3.1 新　潟 555 802,778 ⑥ 6.9 名古屋 8 2,177,003 ① 0.0 川　崎 77 1,388,481 ⑤ 0.6 広　島 996 1,164,654 ⑥ 8.6

新　潟 257 802,778 ⑦ 3.2 浜　松 563 791,710 ⑦ 7.1 千　葉 3 937,146 ① 0.0 大　阪 184 2,540,873 ⑦ 0.7 堺 727 838,675 ⑦ 8.7

静　岡 235 713,640 ⑧ 3.3 千　葉 670 937,146 ⑦ 7.1 仙　台 5 1,020,241 ① 0.0 相模原 51 700,923 ⑦ 0.7 千　葉 824 937,146 ⑧ 8.8

川　崎 462 1,388,481 ⑧ 3.3 堺 606 838,675 ⑨ 7.2 岡　山 5 691,955 ⑨ 0.1 広　島 97 1,164,654 ⑨ 0.8 岡　山 613 691,955 ⑨ 8.9

千　葉 309 937,146 ⑧ 3.3 広　島 936 1,164,654 ⑩ 8.0 堺 9 838,675 ⑨ 0.1 神　戸 124 1,510,216 ⑨ 0.8 さいたま 1,098 1,223,954 ⑩ 9.0

浜　松 272 791,710 ⑪ 3.4 仙　台 825 1,020,241 ⑪ 8.1 浜　松 10 791,710 ⑨ 0.1 堺 66 838,675 ⑨ 0.8 川　崎 1,274 1,388,481 ⑪ 9.2

仙　台 350 1,020,241 ⑪ 3.4 静　岡 591 713,640 ⑫ 8.3 静　岡 6 713,640 ⑨ 0.1 仙　台 83 1,020,241 ⑨ 0.8 福　岡 1,346 1,422,831 ⑫ 9.5

広　島 412 1,164,654 ⑬ 3.5 川　崎 1,168 1,388,481 ⑬ 8.4 新　潟 8 802,778 ⑨ 0.1 福　岡 123 1,422,831 ⑬ 0.9 浜　松 756 791,710 ⑫ 9.5

神　戸 541 1,510,216 ⑭ 3.6 福　岡 1,239 1,422,831 ⑭ 8.7 横　浜 19 3,629,257 ⑨ 0.1 浜　松 75 791,710 ⑬ 0.9 神　戸 1,443 1,510,216 ⑭ 9.6

札　幌 702 1,904,319 ⑮ 3.7 神　戸 1,332 1,510,216 ⑮ 8.8 川　崎 17 1,388,481 ⑨ 0.1 名古屋 229 2,177,003 ⑮ 1.1 京　都 1,329 1,382,113 ⑭ 9.6

福　岡 542 1,422,831 ⑯ 3.8 熊　本 647 722,417 ⑯ 9.0 相模原 4 700,923 ⑨ 0.1 京　都 180 1,382,113 ⑯ 1.3 相模原 673 700,923 ⑭ 9.6

大　阪 1,042 2,540,873 ⑰ 4.1 京　都 1,247 1,382,113 ⑯ 9.0 さいたま 8 1,223,954 ⑨ 0.1 静　岡 96 713,640 ⑯ 1.3 新　潟 809 802,778 ⑰ 10.1

名古屋 917 2,177,003 ⑱ 4.2 名古屋 1,976 2,177,003 ⑱ 9.1 札　幌 14 1,904,319 ⑨ 0.1 新　潟 111 802,778 ⑱ 1.4 北九州 1,041 974,691 ⑱ 10.7

北九州 419 974,691 ⑲ 4.3 北九州 1,026 974,691 ⑲ 10.5 北九州 15 974,691 ⑲ 0.2 北九州 199 974,691 ⑲ 2.0 大　阪 2,995 2,540,873 ⑲ 11.8

京　都 600 1,382,113 ⑲ 4.3 大　阪 3,055 2,540,873 ⑳ 12.0 神　戸 30 1,510,216 ⑲ 0.2 熊　本 183 722,417 ⑳ 2.5 熊　本 864 722,417 ⑳ 12.0

[農林水産] [衛生] [議会] [民生]

都市名 職員数 人口 都市名 職員数 人口 都市名 職員数 人口 都市名 職員数 人口

大　阪 8 2,540,873 ① 0.0 福　岡 842 1,422,831 ① 5.9 大　阪 38 2,540,873 ① 0.10 福　岡 1,270 1,422,831 ① 8.9

札　幌 39 1,904,319 ② 0.2 千　葉 595 937,146 ② 6.3 横　浜 46 3,629,257 ① 0.10 浜　松 725 791,710 ② 9.2

横　浜 108 3,629,257 ③ 0.3 仙　台 758 1,020,241 ③ 7.4 神　戸 32 1,510,216 ③ 0.20 札　幌 1,999 1,904,319 ③ 10.5

川　崎 43 1,388,481 ③ 0.3 広　島 885 1,164,654 ④ 7.6 京　都 32 1,382,113 ③ 0.20 熊　本 776 722,417 ④ 10.7

名古屋 92 2,177,003 ⑤ 0.4 新　潟 608 802,778 ④ 7.6 名古屋 51 2,177,003 ③ 0.20 横　浜 4,028 3,629,257 ⑤ 11.1

神　戸 77 1,510,216 ⑥ 0.5 堺 642 838,675 ⑥ 7.7 川　崎 34 1,388,481 ③ 0.20 北九州 1,105 974,691 ⑥ 11.3

堺 39 838,675 ⑥ 0.5 さいたま 978 1,223,954 ⑦ 8.0 札　幌 36 1,904,319 ③ 0.20 堺 985 838,675 ⑦ 11.7

さいたま 66 1,223,954 ⑥ 0.5 浜　松 658 791,710 ⑧ 8.3 北九州 31 974,691 ⑧ 0.30 静　岡 874 713,640 ⑧ 12.2

仙　台 53 1,020,241 ⑥ 0.5 札　幌 1,573 1,904,319 ⑧ 8.3 熊　本 24 722,417 ⑧ 0.30 さいたま 1,687 1,223,954 ⑨ 13.8

福　岡 102 1,422,831 ⑩ 0.7 北九州 828 974,691 ⑩ 8.5 福　岡 39 1,422,831 ⑧ 0.30 仙　台 1,447 1,020,241 ⑩ 14.2

京　都 101 1,382,113 ⑩ 0.7 静　岡 611 713,640 ⑪ 8.6 堺 27 838,675 ⑧ 0.30 相模原 1,006 700,923 ⑪ 14.4

相模原 49 700,923 ⑩ 0.7 相模原 617 700,923 ⑫ 8.8 浜　松 23 791,710 ⑧ 0.30 京　都 2,018 1,382,113 ⑫ 14.6

北九州 92 974,691 ⑬ 0.9 横　浜 3,292 3,629,257 ⑬ 9.1 静　岡 22 713,640 ⑧ 0.30 新　潟 1,236 802,778 ⑬ 15.4

千　葉 84 937,146 ⑬ 0.9 熊　本 715 722,417 ⑭ 9.9 新　潟 24 802,778 ⑧ 0.30 岡　山 1,091 691,955 ⑭ 15.8

広　島 116 1,164,654 ⑮ 1.0 岡　山 685 691,955 ⑭ 9.9 相模原 22 700,923 ⑧ 0.30 名古屋 3,532 2,177,003 ⑮ 16.2

静　岡 117 713,640 ⑯ 1.6 神　戸 1,794 1,510,216 ⑯ 11.9 千　葉 31 937,146 ⑧ 0.30 千　葉 1,525 937,146 ⑯ 16.3

岡　山 125 691,955 ⑰ 1.8 名古屋 2,843 2,177,003 ⑰ 13.1 さいたま 33 1,223,954 ⑧ 0.30 広　島 1,940 1,164,654 ⑰ 16.7

浜　松 141 791,710 ⑰ 1.8 京　都 1,956 1,382,113 ⑱ 14.2 仙　台 28 1,020,241 ⑧ 0.30 川　崎 2,314 1,388,481 ⑰ 16.7

熊　本 172 722,417 ⑲ 2.4 川　崎 1,982 1,388,481 ⑲ 14.3 広　島 41 1,164,654 ⑲ 0.40 神　戸 2,552 1,510,216 ⑲ 16.9

新　潟 197 802,778 ⑳ 2.5 大　阪 4,708 2,540,873 ⑳ 18.5 岡　山 31 691,955 ⑲ 0.40 大　阪 4,402 2,540,873 ⑳ 17.3

人口１万人当り
の職員数

〇一般行政部門における職員数（政令市比較）

人口１万人当り
の職員数

人口１万人当り
の職員数

人口１万人当り
の職員数

人口１万人当り
の職員数

人口１万人当り
の職員数

人口１万人当り
の職員数

人口１万人当り
の職員数

人口１万人当り
の職員数
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〇本市の役職者の現状分析（政令市比較）

係員
1 横　浜 17,572 3,536 20.1% 1,122 6.4% 61 0.3% 231 1.3% 830 4.7% 2,414 13.7% 14,036
2 名古屋 9,983 2,231 22.3% 780 7.8% 39 0.4% 119 1.2% 622 6.2% 1,451 14.5% 7,752
3 神　戸 6,259 1,720 27.5% 573 9.2% 30 0.5% 110 1.8% 433 6.9% 1,147 18.3% 4,539
4 札　幌 7,466 2,166 29.0% 656 8.8% 32 0.4% 154 2.1% 470 6.3% 1,510 20.2% 5,300
5 新　潟 3,845 1,126 29.3% 221 5.7% 4 0.1% 29 0.8% 188 4.9% 905 23.5% 2,719
6 岡　山 3,056 900 29.5% 277 9.1% 19 0.6% 73 2.4% 185 6.1% 623 20.4% 2,156
7 仙　台 4,562 1,399 30.7% 561 12.3% 30 0.7% 106 2.3% 425 9.3% 838 18.4% 3,163
8 京　都 6,870 2,255 32.8% 761 11.1% 46 0.7% 160 2.3% 555 8.1% 1,494 21.7% 4,615
9 川　崎 6,600 2,195 33.3% 673 10.2% 32 0.5% 151 2.3% 490 7.4% 1,522 23.1% 4,405

10 北九州 4,852 1,641 33.8% 510 10.5% 35 0.7% 100 2.1% 375 7.7% 1,131 23.3% 3,211
11 浜　松 3,431 1,189 34.7% 207 6.0% 32 0.9% 48 1.4% 127 3.7% 982 28.6% 2,242
12 千　葉 4,149 1,447 34.9% 355 8.6% 15 0.4% 32 0.8% 308 7.4% 1,092 26.3% 2,702
13 静　岡 3,140 1,114 35.5% 382 12.2% 16 0.5% 37 1.2% 329 10.5% 732 23.3% 2,026
14 福　岡 5,352 1,920 35.9% 527 9.8% 28 0.5% 103 1.9% 396 7.4% 1,393 26.0% 3,432
15 大　阪 12,415 5,129 41.3% 876 7.1% 42 0.3% 156 1.3% 678 5.5% 4,253 34.3% 7,286
16 さいたま 4,795 2,134 44.5% 589 12.3% 31 0.6% 53 1.1% 505 10.5% 1,545 32.2% 2,661
17 熊　本 3,318 1,578 47.6% 241 7.3% 20 0.6% 66 2.0% 155 4.7% 1,337 40.3% 1,740
18 堺 3,365 1,683 50.0% 408 12.1% 22 0.7% 66 2.0% 320 9.5% 1,275 37.9% 1,682
19 広　島 5,127 2,861 55.8% 424 8.3% 21 0.4% 95 1.9% 308 6.0% 2,437 47.5% 2,266
20 相模原 2,908 1,689 58.1% 464 16.0% 9 0.3% 16 0.6% 439 15.1% 1,225 42.1% 1,219

5,953 1,996 33.5% 530 8.9% 28 0.5% 95 1.6% 407 6.8% 1,465 24.6% 3,958

－ － 0.3% － 1.6% － 0.2% － 0.5% － 0.9% － -1.3% －
※市長事務部局を対象とし、市立病院が市長部局に含まれる場合には、ここに勤務する医師・看護師等（医療職給料表適用者）は除く。技能労務職も除く。

係長級（課長補佐含む）
総職員数 役職者数

局長級 部長級
No

全国平均

本市と全国平均の差

課長級（次長級含む）管理職員数
都市名

市長部局における職位の状況調べ

33.5%

66.5%

24.6%

8.9%

33.8%
66.2%

23.3%

10.5%

係員以下 役職者

管理職

係員以下 役職者

管理職

係長級
（課長補佐

含む）

北九州市政令市平均

(▲1.3%)

(+1.6%)

(+0.3%)

(▲0.3%)

※出展：社団法人地方行財政調査会実施

全職位別

係長級

局長級：0.7％
部長級：2.1％
課長級：7.7％

局長級：0.5％
部長級：1.6％
課長級：6.8％

４
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〇局長数・理事職の配置状況       

局長数（ライン・スタッフ別）の推移
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H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

〔人〕

〔年〕

ライン スタッフ 計
 

 

  H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

ライン 31 31 31 31 30 31 29 28 30 29 30 30 31 31 31 30 30

スタッフ 5 3 7 9 6 8 5 7 6 10 13 16 17 15 15 14 12

計 36 34 38 40 36 39 34 35 36 39 43 46 48 46 46 44 42 

 

 

 

 

 
 

年度 計 
局長数 理事数 

H25 年度 ４１ ３０ １１ 

 
 

所 属 理 事 名 概 要 

企画担当 
○「緑の成長戦略」に係る政策立案 

○国際政策・国際交流 総務企画局

（２名） 
首都圏シティプロモーション担当 

○シティプロモーション首都圏 

本部の総括 

市 民 文 化

スポーツ局

（１名） 

安全・安心担当 
○市民の安全・安心及び暴力団排除 

○福岡県警との連絡調整 

保健福祉局

（１名） 
保健医療行政担当 

○地域医療体制の充実 

○健康危機管理対策 

環 境 局

（１名） 
循環社会推進担当 

〇循環型社会の形成推進 

〇廃棄物に関すること 

企業立地・６次産業化担当 

〇企業立地、市内企業支援 

〇新産業振興 

○農林水産事業 
産業経済局

（２名） 

北九州市立大学 ○団体役員（事務局長） 

都市整備担当 

〇都市計画事業 

〇都市整備事業 

（都心・副都心、折尾、学研等） 
建築都市局

（２名） 

福北高速道路公社へ派遣 〇団体役員（理事） 

港湾空港局

（１名） 
営業・空港担当 

〇北九州港の利用促進 

〇臨海部産業用地の分譲促進 

○北九州空港の利活用促進 

上下水道局

（１名） 
海外事業・下水道担当 

〇下水道事業 

〇海外水ビジネス事業 

計１１名  



６ 

○本市の給与制度の概要 
 

１ 給与決定の根本原則（地方公務員法第２４条） 
 

給与決定の三原則 内  容 

職務給の原則 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。

均衡の原則 

職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並び

に民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなけ

ればならない。 

条例主義の原則 職員の給与は、条例で定める。 
 

２ 給与の体系 
職員の給与は、給料とこれを補完する諸手当とから成る。 

本市では、職種に応じて７種１０表の給料表を定めている。各給料表は「職務の級」と「号

給」により成り立っている。 

 

 

職務
の級

号給 給料月額 人員 給料月額 人員 給料月額 人員 給料月額 人員 給料月額 人員 給料月額 人員 給料月額 人員

円 人 円 人 円 人 円 人 円 人 円 人 円 人

1 144,300 6 215,100 249,000 258,200 307,200 346,900 415,400

2 148,800 9 223,200 258,200 1 267,800 316,900 3 358,300 426,600

3 153,800 7 231,300 267,600 1 277,500 326,800 369,900 439,500

4 160,700 6 239,000 10 277,100 2 287,100 336,700 380,800 453,000

5 167,800 10 246,900 22 286,500 7 296,900 345,800 392,300 466,500

6 175,300 44 255,000 41 296,200 10 306,700 355,600 403,900 480,200

7 183,000 29 263,300 53 305,300 14 316,300 365,600 1 414,500 494,000 1

8 190,700 46 271,600 72 313,900 2 325,700 4 375,000 424,800 507,900

9 198,400 50 279,900 90 322,400 16 335,200 3 384,800 1 434,800 522,100 1

10 206,100 32 288,300 64 330,800 23 343,900 11 394,300 444,800 535,600 2

11 213,900 47 296,800 87 338,400 19 353,300 15 403,700 454,900 545,900 11

12 221,700 45 305,300 105 345,900 34 362,500 21 412,100 463,900 552,500 5

13 229,500 30 313,800 99 353,200 17 371,500 30 420,300 1 471,400 558,900 7

14 236,900 21 321,300 83 359,900 23 379,500 14 427,300 1 478,700 565,100 3

15 243,600 22 328,500 79 366,000 47 386,900 38 434,000 6 486,000 24 569,300 1

16 250,300 14 334,200 72 371,500 67 393,500 62 440,100 42 493,200 21

17 257,000 12 339,500 78 376,500 63 398,500 96 444,400 47 499,300 24

18 263,700 9 344,600 130 380,400 67 402,700 58 448,400 54 503,300 13

19 269,300 14 349,900 74 384,000 68 406,300 42 452,400 56 507,300 13

20 274,700 8 355,000 56 387,400 45 409,800 74 456,200 52 511,300 4

21 279,700 4 358,800 52 390,400 51 413,300 91 460,000 48 515,200

22 284,100 5 362,400 36 393,400 131 416,800 194 463,800 28

23 288,300 5 365,700 21 396,300 102 420,300 61 467,600 14

24 290,600 1 368,700 9 399,000 185 423,700 59 471,400 15

25 292,900 371,700 2 401,600 87 427,100 63 475,100 5

26 295,100 374,600 2 404,300 70 430,400 42 478,700 1

27 297,300 1 377,400 3 407,000 14 433,700 42

28 380,100 409,700 1 436,900 59

29 382,800 2 412,400 2 440,100 21

30 385,500 1 415,100 2 443,300 23

31 388,200

32 390,800 1

33 393,400 5

計

225,400 － 242,600 12 274,600 4 301,200 10 302,000 13 343,300 10 393,100 －

行　政　職　給　料　表

477 1,349 1,171 1,123 375 99 31

２　 級 ３　 級 ４　 級 ７　 級６　 級５　 級職員
の区
分

再任
用職
員

再任

用職

員以

外の

職員

１　 級

 

３ 給与改定の仕組み 
本市職員の給与について、人事委員会が市内民間の賃金との適正な均衡を確保することを基

本として、同じ条件にある者同士の公・民の給与を比較した上で毎年、所要の勧告を行う。 

その勧告に基づき、下記の手順により改定する。 

   ※ただし、技能労務職の給与は、人事委員会勧告制度の対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

給料表の区分 適用となる職員 

１ 行政職給料表 一般行政事務職員等 

２ 消防職給料表 消防吏員 

３ 教育職給料表 (1)、(2) 
(1) 高等学校、高等専修学校の教諭等   

(2) 幼稚園の教諭等 

４ 研究職給料表 学芸員 

５ 医療職給料表  

(1)～(3) 

(1) 医師、歯科医師   

(2) 医療技術職（薬剤師、獣医師、栄養士等） 

(3) 保健師、助産師、看護師等 

６ 技能労務職給料表 
単純な労務に雇用される職員（環境業務員、学校給食調理

士等） 

７ 特定任期付職員給料表 特定任期付職員 

手 当 の 種 類 

公民較差の対象 例月給与 扶養手当、地域手当、管理職手当、住居手当 

例月給与 

管理職員特別勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊

勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手

当、宿日直手当、義務教育等教員特別手当 

特 別 給 期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当 

公民較差の対象外 

退職手当 

職務の複雑、困難 

及び責任の度に応 

じて区分するもの 

 

行政職給料表の 

場 合 

１級 係員 

２級 上位の係員 

３級 主任 

４級 係長 

５級 課長 

６級 部長 

７級 局長 

同じ級の中で、 

職務の習熟を給 

与に反映させる 

もの 

※通常、１年で 

１号給昇給する 

号給 

[給料表の例] 

公民較差の算出

（人事委員会）

民間：例年４月分給与（職種別民間給与実態調査を実施） 
   ※企業・事業所規模５０人以上の事業所が対象 

本市：例年４月分給与（給料＋扶養・地域・住居・管理職手当）

職員団体との交渉等

職種・役職段階・年齢等が同じ者同士を比較するラスパイレス方式により算出 

可決後施行 

市長及び市議会に対して人事委員会勧告 

改正条例案議会付議 

職務の級
（人員は平成 24 年 4 月 1 日現在） 
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日本経済新聞社 

「大学生の就職希望企業アンケート 

（山口・九州・沖縄地区）」

H24.12.3 ～ H25.1.16 

 

 

 

１ 採用区分（大卒程度）と平成 24 年度の実施状況   

   
試験区分 受験者 合格者 競争倍率 平均年齢 

行政（総合）   21～29 歳 

新卒等（主に法学部・経済学部） 
３４８ ２５ １３．９ ２３歳０月 

行政Ⅰ      21～29 歳 

新卒等（主に文学部・教育学部） 
２６４ １４ １８．９ ２４歳５月 

行政Ⅱ        ～58 歳 

社会人（職務経験５年以上） 
３９５ １１ ３５．９ ３２歳３月

一般 

事務員 

合計 

（心理・社会福祉含む） 
１，０５７ ５５ １９．２ ２５歳５月

一般 

技術員 
（土木・建築・電気等） ２８０ ４０ ７．０ ２７歳６月

事務・技術合計 １，３３７ ９５ １４．１ ２６歳４月

  
  

２ 就職活動時期の見直し  

平成２７年度卒業予定者（現大学２年生）の就職活動から、 

○広報活動の開始時期を   ３年生の３月（現行１２月）に 

○採用選考活動の開始時期を ４年生の８月（現行 ４月）に 変更 

      

【民間企業(経団連)】 

平成 25年秋を目途に「採用選考に関する指針」を公表予定 

 【国家公務員(人事院)】 

 見直しに向けた必要な措置を検討 

 【地方公務員】 

国家公務員の見直しに合わせ対応 

 

  ＊現行の採用試験スケジュール（行政（特別枠）を除く） 

  （５月）募集受付開始 ⇒ （６月下旬）１次試験 ⇒ （８月下旬）合格発表 

 

 
 

３ 若手人材確保に向けた新たな取組み（平成２５年度採用試験）  

（１）新試験区分「行政（特別枠）」の導入  

① 公務員試験対策不要 

・グループワークや面接を中心とした人物重視の選考により、公務員試験対策をしてい 

ない民間志望の学生にも門戸を開く。 

② 試験日程の前倒し 

・民間企業の採用日程に合わせ、就職活動が長期化する学生の負担を軽減。 

③ 受験年齢上限の引下げ 

・新卒中心（21 歳～24 歳）の採用枠とし、組織の若返りを進める。 

（２）市の採用情報・仕事情報の積極ＰＲ 

① 合同企業説明会・大学主催説明会への参加  

・23 年度：3 回（参加者約 100 人）→ 24 年度：20 回（参加者約 1,670 人） 
   

② 市主催「採用ガイダンス」の実施  

・市役所で採用説明会を実施（先輩職員との座談会、職場見学等） 

・第 1 回（H24.12.27）112 人、第２回（H25.2.22）108 人の参加 
   
  ③ 市役所版「官庁訪問」の実施  

・訪問学生に対し、先輩職員(ジョブナレーター)が仕事のやりがい等を情報提供 

・訪問人数 88 人（H25.1.7～2.20、ジョブナレーター77 人が対応） 

 

 ■「学生の就職希望先ランキング」でベスト５０入り（山口・九州・沖縄） 

順 位 （前年順位） 企業名 

１ （１） ＪＲ九州 

２ （２） ふくおかフィナンシャルグループ 

２ （９） 安川電機 

４ （５） 九州電力 

５ （４） 西日本鉄道 
 

４６ （１２９） 北九州市役所 

■行政（特別枠）に６３８人が受験（24 年度の全試験区分を上回る受験人数） 

受験者数 合格者 競争倍率 平均年齢 

６３８人 １２人 ５３．２倍 ２２歳６月 

 

〇若手人材確保の取り組みについて（採用試験制度） 

自治体で唯一の 

５０位以内 

◎職員の能力向上 



８ 

〇地方公務員の任期付採用制度について（行政ニーズの多様化・高度化への対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 区分 法規定 採用の要件 任期 採用例 

１ 特定任期付職員 第３条 

① 高度の専門的知識経験等を有する者を一定の期間活用す

ることが特に必要 
   

② 専門的な知識経験を有する者を期間を限って業務に従事

させることが必要 

５年以内 

弁護士 

公認会計士 

シンクタンク研究員 

２ 
一般任期付職員 

（フルタイム職員）
第４条 

① 一定の期間内に終了することが見込まれる業務に従事 
   

② 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務に従

事 

３年以内 

特に必要な 

場合は５年 

災害復興 

大規模イベント開催 

３ 
一般任期付職員 

（短時間勤務職員）
第５条 

① 一定の期間内に終了することが見込まれる業務に従事 
   

② 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務に従

事 
   

③ 住民に対するサービスの提供体制の充実等 

３年以内 

特に必要な 

場合は５年 

災害復興 

大規模イベント開催 

窓口延長 

 

 

 

○ 地方公共団体は、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（任期付職員法）」の規定に基づき、条例を整備する

ことにより任期付職員の採用を行うことができる。 

○ 簡素で効率的な組織体制を保持しつつ行政ニーズの高度化・多様化に的確に対応するため、平成 16 年に任期付職員法が改正され、

従来の特定任期付職員に加え、一般任期付職員の採用も可能となった。 

平成 16 年の法改正によって追加された部分（20 政令市中、10 都市で条例整備） 



〇若手職員の育成モデル・新規採用職員の年齢構成等

 
　　　第一線である区役所の窓口
　　等で、最も基本的な能力であ
　　る市民対応能力を養成。

 
　　　主要施策を実施している部
　　門において、事業推進能力や
　　事業管理能力、対外的な調
　　整能力、営業的な能力を養
　　成。

 
　　　外部環境の変化等を的確
　　にとらえ、中長期的な課題に
　　沿った政策や施策を立案す
　　る能力を養成。

 
　　　財務、人事、議会など自治
　　体の仕事の進め方や仕組み
　　を知る上で、経験が必要な
　　基礎や調整・管理能力を養
　　成。

育成期
（約１０年間）

●育成期の経験に基づき、
自己実現に向けて能力を高
める時期

●ジェネラリストとして活躍
するのかスペシャリストとし
て活躍するのか見極める時
期

開花期
（係員～主任）

今まで培った幅広い知識
と能力を仕事の成果とし
て発揮する時期

発揮期
（主任・係長～）

特定分野での豊富な実務
経験と知識を仕事の成果と
して発揮する時期

例．税部門
　　 国際部門
　　 福祉部門
　　 環境部門　　　等

新規採用職員のジョブローテーションイメージ

市民対応能力

事業実施能力

企画立案能力

内部管理能力

★主任試験受験資格
　　　在職２年又は年齢32歳
　　以上かつ在職１年

★係長試験受験資格
　　　在職６年又は年齢33歳
　　以上かつ在職２年

　　　※上級職の例

スタート
ステップ
アップ

新規採用職員

※市民の目線を養うため、こ
の時期に必ず市民対応業務
を経験させる。
　また、同様に、庶務経理な
ど基礎的な能力を養うため、
内部管理業務を経験させ
る。

ジェネラリスト

スペシャリスト

◆接遇、ビジネスマナー研修
◆対人折衝能力向上研修
◆プレゼンテーション研修
◆住民等との協働スキル研修
◆政策形成研修
◆中央省庁派遣研修
◆自治体法務研修
◆キャリアプラン作成（採用５年次）

◆リーダーシップ研修
◆対人折衝能力向上研修
◆プレゼンテーション研修
◆政策形成研修
◆自治体法務研修
◆接遇指導者研修
◆キャリアプラン作成（採用１０年次）

◆接遇指導者研修（主任）
◆自分開発研修（主任）
◆キャリアプラン作成（主任・係長）
◆ＯＪＴ指導者養成研修（係長）
◆民間企業、大学院等派遣研修（係長）
◆マネジメント研修（係長・課長・部長）
◆コーチング（コミュニケーション）研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　（課長・部長）
◆キャリアデザイナー研修（課長・部長）

（キャリア形成を見据えたジョブローテーション）
　計画的なジョブローテーションに基づき、幅広い能力や経験を備えた人材に加え、特定分野で高い能力を発揮する職員の育成に
努めます。
　具体的には、概ね30歳代までを、仕事の質又は分野が異なる部署をいくつか経験する人材育成・適性発掘・能力開発期間とし、
概ね40歳代以降は、能力の活用を主眼とする期間として位置付け、それまで培った能力、経験、適性等を考慮し、それらを生かせ
る部署に重点的に配置していきます。

人材育成基本方針

 １　若手職員の育成モデル  ２　新規採用職員の構成（Ｈ25採用）

● 年齢構成（大卒程度）

人数 率 人数 率 人数 率

22歳 ～ 25歳 60 51.3% 31 26.5% 29 24.8%

26歳 ～ 35歳 51 43.6% 27 23.1% 24 20.5%

36歳以上 6 5.1% 5 4.3% 1 0.9%

合　計 117 63 53.8% 54 46.2%

● 就労経験（大卒程度）

人数 率 人数 率 人数 率

新卒者 62 53.0% 33 28.2% 29 24.8%

就労者 55 47.0% 30 25.6% 25 21.4%

合　計 117 63 53.8% 54 46.2%

● 男女比（行政職）

人数 率 人数 率 人数 率

事　務 55 60.4% 30 33.0% 25 27.5%

技　術 36 39.6% 29 31.9% 7 7.7%

合　計 91 59 64.8% 32 35.2%

採用区分
全　体

男 女

採用区分
全　体

男 女

採用区分
全　体

男 女

９



35.8%

38.4%

37.5%

6.2%

8.2%

7.5%

8.0%

11.2%

10.1%

42.1%

50.0%

44.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

39歳以下

40歳以上

全体

十分ある
かなりある

普通

あまりない
ない

未記入
未提出

【全体】

66.1%

53.4%

54.5%

29.5%

31.7%

31.5%

2.7%

6.1%

5.8%

8.8%

8.2%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

39歳以下

40歳以上

全体

【係長級】

【主任・係員】

48.8%

35.3%

41.3%

36.3%

42.5%

39.7%

6.4%

9.5%

8.1%

8.5%

12.7%

10.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

39歳以下

40歳以上

全体

（1,313）

（1,201）

（4,897）

（112）

（3,584）

（1,991）

（1,593）

（3,192）

（1,705）

Ｈ24自己申告書より

《在課５年を超える職員の主な配置分野》

【事務】 【技術】
　・税務（課税、納税） 　・水道
　・用地買収 　・建築
　・戸籍事務 　・検査（環境・生活衛生）
　・心理判定
　・人事管理
　・システム管理

　１　年齢と「やりがい」の分布 　２　在課年数等

〇職員のやりがい・在課年数等の状況

数 率 数 率 数 率

1年目 728 30.2% 243 26.8% 971 29.3%

2年目 660 27.4% 243 26.8% 903 27.2%

3年目 581 24.1% 211 23.3% 792 23.9%

4年目 266 11.0% 112 12.4% 378 11.4%

5年目 110 4.6% 48 5.3% 158 4.8%

6年目 36 1.5% 17 1.9% 53 1.6%

7年目 17 0.7% 9 1.0% 26 0.8%

8年目 6 0.2% 8 0.9% 14 0.4%

9年目 3 0.1% 6 0.7% 9 0.3%

10年目～ 6 0.2% 9 1.0% 15 0.5%

計 2,413 906 3,319

平均

　※　平成25年6月1日現在（行政職・主任以下）

　※　保育士、各種教員は除く

在課
事務職員 技術職員 計

1 年 7月 1 年 10月 1 年 8月

2,666
(80.3%)

697
(76.9%)

1,969
(81.6%)

444
(18.4%)

209
(23.1%)

653
(19.7%)

76.9%

81.6%

80.3%

23.1%

18.4%

19.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

技術

事務

全体
3年以下

4年以上
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〔目　　的〕女性職員を育て、いきいきと活躍できる職場づくりを実現する（計画期間：H20.9.1～H30.8.31（10年間））

〔取組内容〕

係長試験（行政職）受験率の推移

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24

全体
男
女

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24

2,799 2,800 2,801 2,779 2,761 2,710 2,636

1,565 1,532 1,388 1,368 1,299 1,265 1,271

率 55.9% 54.7% 49.6% 49.2% 47.0% 46.7% 48.2%

対前年 - ▲ 1.2% ▲ 5.1% ▲ 0.4% ▲ 2.2% ▲ 0.3% 1.5%

率 64.6% 63.5% 57.9% 57.7% 55.4% 55.3% 57.0%

対前年 - ▲ 1.1% ▲ 5.6% ▲ 0.2% ▲ 2.3% ▲ 0.1% 1.7%

率 33.6% 33.1% 29.7% 30.1% 29.1% 29.2% 31.3%

対前年 - ▲ 0.5% ▲ 3.4% 0.4% ▲ 1.0% 0.1% 2.1%

受 験 者

有資格者

受
験

率

女

男

全体

計 男 女 計 男 女

5,922 4,693 1,229 5,172 3,878 1,294

100% 79.2% 20.8% 100% 75.0% 25.0%

H14 H24

〇女性職員の活躍推進について

◎計画的・意識的な人材育成と登用

・キャリアアップ研修　・企画立案等部署への早期配置
・管理監督者による幅広い業務経験の付与
・昇任試験制度の見直し　・メンター制度の導入　等

◎女性のチャレンジを応援する組織風土への改革

・管理監督者向け研修による意識改革
・上司の勤務評定への女性活躍推進の視点追加
・育休中の情報交換　・ﾁｬﾚﾝｼﾞ応援ｻｲﾄの作成　等

◎ワーク・ライフ・バランスの推進

・WLB研修の継続実施　・出産予定職員への情報提供
・子育て支援制度等の取得促進
・時間外勤務削減計画の策定・実施　等

５年後 10年後
プラン
開始時

１年後 ２年後 ３年後 ４年後 ５年後

(H25.8) (H30.8) (H20.8) (H21.8) (H22.8) (H23.8) (H24.8) (H25.6)

+1.5P +3.5P

 40人  50人 26人 29人 36人 43人 48人 55人 +7人 +29人
(8.0%) (4.1%) (4.7%) (6.0%) (7.1%) (8.0%) (9.0%) （+1.0P） （+4.9P）

+2.1P △1.8P

+2.2P +11P

+2.0P +6.0P

+17P

+18.1P

+5.2P

+3.3P +11.8P

+2.2P

+5.5P +6.3P
7.9%

57.7%

92.0%

13.6%

11.8%

71.6%

15.6%

31.3%

20.0%

47.1%

29.2%

13.5%

71.1%

目標 進捗状況

対ﾌﾟﾗﾝ
開始時

16% 20% 13.2%

―

0.06%

47%

13.5% 15.6%

―

40.2% 41.6%

40.7%

73.9%

8.4%

上司の
意識
変化

女性の
意識
変化

課長級以上への
昇任意欲を持つ
女性の比率

女性の部下に重
要な仕事等を任
せている上司（課
長級以上）の比率

昇任へのﾁｬﾚﾝｼﾞ
を上司に応援され
ていると感じる女
性の比率

ﾜｰｸ･ﾗｲ
ﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ
がとれていると感
じる職員の比率

意識変化
(ｱﾝｹｰﾄ実
施により測

定）

69.4%

時間外勤務削減率
30%

(H24)
―

30% ―

職員の
意識
変化

50.4%

91.1%―

―

―

70% ―

100% ―

―

85% ―

6.0% △0.2%

―

登 用

――

35%21%

(課長級以上、行政職のみ)

65%

 対前年度

33.1%

人材育成

55%

12.1%

41.1%

行政職係長試験
合格者に占める
女性の比率

役職者(係長級以上)に
占める女性の比率

女性の行政職係長
試験受験率

女性管理職数

女性係員・主任のうち
本庁に配置されている
職員の比率

11.1%9.0% 17.8%

43.0%

指　標（１１）

29.7% 30.1% 29.1%

12.2% 12.6% 14.0%

――

2.4%

45.1%

―

―

―

―

8.5%

―

―

―

男性の育児休業、部分
休業及び育児短時間勤
務制度取得率

8% ― 1.6% 2.5% 3.3% 3.9%

第１期計画期間（H20.9.1～H25.8.31）において、 プランに定められた
「11の指標」のうち、10項目について数値が上昇

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

20代以下 30代 40代 50代以上

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

20代以下 30代 40代 50代以上

65%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

20代以下 30代 40代 50代以上

男

女

Ｈ20

Ｈ24

53%

50%

47%

33%

67%
83%

23%

9%

91%

17%

50%

77%

35%

12%

88%

77% 88%

59 %
41% 23%

12%

86%

14%

Ｈ14

当初
（Ｈ20）

今回
（Ｈ25）

差

男 25.0% 39.0% 14

女 31.0% 53.3% 22.3

男 6.3% 7.3% 1

女 48.3% 27.6% ▲20.7

男 0.0% 1.6% 1.6

女 24.1% 12.9% ▲11.2

男 59.4% 28.5% ▲30.9

女 15.5% 28.4% 12.9

育児や家事の負担が大きい

受験しない主な理由（2つ選択）

今のままで十分満足

係長としての
資質・能力不安

昇任後の
仕事と家庭の両立不安

　１　『女性活躍推進アクションプラン』

 ２　職員構成の推移（一般事務・技術）  ３　プランに掲げる指標の進捗状況
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◎職員のモチベーション等の向上

　

自己申告面接

評定結果の開示

用途・目的等対象

　管理職が組織運営上求められる行動・取
組姿勢について、部下・同僚の３人が評価

　前年度を振り返り、新年度の組織目標・
個人目標を共有するとともに、キャリアプ
ラン等について上司・部下で話し合う

　部下から次年度の異動希望等を申告する
とともに、自己評価等に基づき、上司が能
力開発のポイント等をアドバイス

　希望者に対し、勤務評定の結果を開示

勤務評定
（定期評定）

部長
以下

　１年間の職務遂行実績（1/1～12/31）を
評価

部長
以下

　職員の職務行動や上司が行った指導育成
の事跡を記録し、評定の資料とする

補
完
ツ
ー
ル

職務行動記録

自己評価

多面評価

部長
以下

　勤務評定の評価項目に従い、職員が自分
自身を評価し、上司に提出

係長
以下

面
接
制
度

新年度面接

部長
以下

部長・
課長

主任
以下

実　　　績
正確かつ能率よく仕事を処理し、業務上の目標を達成したか。また自ら進ん
で業務の改善を行い、処理時間の短縮など一定の成果をあげたか。

第１次調整者

課長 部長 －

主任・係員

第２次調整者

係長 局長

部・課長

責任感
積極性
協調性

執務態度

責任感
積極性
協調性

◆　各制度の概要
被評定者 第１次評定者

 知識
理解力(係員)
判断力(主任)

 計画力
 表現力

 ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ

 知識
 判断力
 企画力
 折衝力

 ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ

〇人事評価制度の概要

良好な職場環境の保持
部下の能力開発
不祥事の防止

正確性(係員)
迅速性(係員)

上司の補佐(主任)
職場貢献(主任)

実績

１．本市の人事評価（勤務評定）制度

主任・係員 係長

 知識
 決断力

政策立案力（課長）
政策形成力（部長）

 折衝力
 ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ

 識見

指導育成実績
上司の補佐

実績
実績

課長

責任感
積極性

第２次評定者

２．勤務評定の実施方法

－

部長 局長 － 副市長 －

局長

部長 局長 －

部長

責　任　感
困難や失敗に際し責任を回避することなく、自分の担当する業務を十分自覚
して、最後まで責任をもってやり遂げたか。

評定要素 内　　容

理　解　力
業務遂行上の問題点や上司の指示・命令に対する理解は的確であるか。ま
た、困難な事案であっても、臨機応変に対応することができるか。

課長

係長

　能力・実績に基づいた公平・公正な昇任・異動や給与上の処遇を行う
ため、勤務評定を実施（局長級については業績目標管理を実施）。

勤務評定
（年１回）

職務行動記録

自己評価

多面評価

評定結果の開示

昇任・異動

勤勉手当

分限

指導育成・能力開発

新年度面接
自己申告面接

下記の評定要素について
５段階の絶対評価を行う

（ａ～ｅ）

下記の評定領
域ごとに集約
（Ａ～Ｅ）

１つの評
語に集約

（イ～ホ）

能力

実績評語

ＡＢＣＤＥの
５段階評価

態度

◆　評定の流れ

絶対評価

相対評価
Ａ(最上位):被評定者の10%
Ｂ(上  位):Ａと合わせて
　　　　　被評定者の30%以内

調整者が実績
評語に集約
（Ａ～Ｅ）

業績

指導
育成

◆　評定要素の内容（例）

◆　評定者
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１．賞与（勤勉手当）への反映 ２．職務評価の実施

通常（係長級以下）：期末手当（１．３７５月）＋勤勉手当（０．６７５月）

　　　課長級以上　：期末手当（１．１７５月）＋勤勉手当（０．６７５＋α月）

成績優良者は勤勉手当を8％又は5%増額。成績不良者は70/100～90/100に減額。

（ 月）

成績不良者は勤勉手当を70/100～90/100に減額。

Ⅰ群　 86,800円
Ⅱ群　 82,200円
Ⅲ群　 77,700円
Ⅳ群　 64,000円

Ⅰ群　11  /100
Ⅱ群　10  /100
Ⅲ群　 9  /100
Ⅳ群　 8  /100

局長

部長

課長

Ⅰ群　139,900円
Ⅱ群　134,300円
Ⅲ群　128,700円

Ⅰ群　25  /100
Ⅱ群　24.5/100
Ⅲ群　24  /100

Ⅰ群　114,700円
Ⅱ群　109,700円
Ⅲ群　104,700円

Ⅰ群　16  /100
Ⅱ群　15  /100
Ⅲ群　14  /100

加算額（円） 0 -24,177 -48,354

80% 70%

-72,531

成績率 100% 90%

0.675※勤勉手当支給月数

③　主任～係員級

モデルケース
評価結果

標準 標準未満

〇人事評価の給与への反映

管理職のポストを職務の困難度に応じ分類し、管理職手当等に反映。

管理職手当
（例月）

管理職加算
（期末･勤勉手当の加算）

① 管理職（局長級～課長級）

期末手当の0.2月分を拠出し、評価結果により勤勉手当に再配分（0.25～0.18月）。

90% 80% 70%

加算額（円） 25,922 16,201 0 -32,403 -64,806 -97,209

成績率 108% 105% 100%

②　係長級

モデルケース
評価結果

Ａ Ｂ Ｃ Ｃ未満

129,253 114,891 103,402 86,168

部
長

167,279 150,551 133,823 120,441 100,367

0.150 月

加算額
（円）

局
長

205,654 185,089 164,523 148,071 123,392

課
長

143,614

Ⅱ・Ⅲ

加算支給月数 0.250 月 0.225 月 0.200 月 0.180 月

モデルケース
評価結果

Ａ Ｂ
Ｃ

Ｄ
Ⅰ

０．２月分
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Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24

2,799 2,800 2,801 2,779 2,761 2,710 2,636

1,565 1,532 1,388 1,368 1,299 1,265 1,271

率 55.9% 54.7% 49.6% 49.2% 47.0% 46.7% 48.2%

対前年 - ▲ 1.2% ▲ 5.1% ▲ 0.4% ▲ 2.2% ▲ 0.3% 1.5%

率 64.6% 63.5% 57.9% 57.7% 55.4% 55.3% 57.0%

対前年 - ▲ 1.1% ▲ 5.6% ▲ 0.2% ▲ 2.3% ▲ 0.1% 1.7%

率 33.6% 33.1% 29.7% 30.1% 29.1% 29.2% 31.3%

対前年 - ▲ 0.5% ▲ 3.4% 0.4% ▲ 1.0% 0.1% 2.1%

受 験 者

有資格者

女

男

全体

受
験
率

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24

全体

男

女

 

「女性活躍推進アクションプラン」に関するアンケート

○実施時期：平成25年2月

○調査対象：北九州市職員　2,500名（全職員の約30％）

○回収結果：有効回答数　　1,990名（回収率：79.6％）

差

男 14

女 22.3

男 1

女 ▲20.7

男 1.6

女 ▲11.2

男 ▲30.9

女 12.928.4%

≪係長試験を受験しない理由≫

27.6%

1.6%

12.9%

28.5%

今回（Ｈ25）

39.0%

53.3%

7.3%

59.4%

当初（Ｈ20）

25.0%

31.0%

6.3%

15.5%

受験しない主な理由（2つ選択）

係長としての
資質・能力不安

昇任後の
仕事と家庭の両立不安

育児や家事の負担が大きい

今のままで十分満足

48.3%

0.0%

24.1%

 

７等級 
（局長級） 

６等級 
（部長級） 

６等級在職のこと 

５等級 
（課長級） 

４等級 
（係長級） 

５等級在職のこと 

４等級在職のこと 

３等級 
（主任） 

２等級 
（上位の係員） 

１等級 
（係員） 

在級年数にとらわれない人物本

位の登用を進めるため、昇任基

準年数（昇任の要件となる在職年

数）を撤廃 

（平成 24年 4月 1日規則改正）

 上級：在職７年又は年齢３４歳以上で在職３年 
 初級：在職１１年又は年齢３４歳以上で在職７年 

【係長昇任試験 受験資格】 

 上級：在職６年又は年齢３３歳以上で在職２年 
 初級：在職１１年 

【主任昇任試験 受験資格】 

 上級：在職２年又は年齢３２歳以上で在職１年 
 初級：在職６年 

＊昇任試験

〇昇任制度の概要 

１ 本市の昇任体系 ２ 係長試験受験率（行政職の推移） 



 《具体的事例①》
 ・勤務評定が「D」、「Ｅ」の者
 ・初歩的なミスの繰り返し等、常に上司・同僚等のサポートが必要
 ・上司の指導・職務命令に不服従
 ・粗暴な言動の繰り返し等、上司・同僚・市民等 とトラブル

１　勤務実績不良、適格性欠如の恐れのある職員の把握

２　観察指導対象職員に指定

 《実施場所》　各職場
 《実施場所》　原則、１年
 《対応内容》　・ 所属長による指導（OJT）を強化
　　　　　　　 　 ・ 職員の職務遂行状況、日常行動等のうち、必要なものを職務行動記録として記録し、定期的に人事部に報告する

改善されない

３　指導育成対象職員に指定

 《実施場所》　各職場
 《期　　　間》　原則、1年
 《対応内容》　・人事部から本人に対して、勤務実績不良等の事実を告知
                    ・指導育成計画書の作成
                    ・定期的（2ヶ月ごと）に人事部同席のもと所属長面談を実施

４　特別支援プログラム対象職員に指定

 《実施場所》　主に各職場
 《期　　　間》　原則、6月
 《対応内容》　・人事部から本人に対して、プログラムを適用する理由の説明、分限処分の可能性を告知
　　　　　　　　  ・ 能力向上計画書の作成
　　　　　　　　  ・ 定期的（1ヶ月ごと）に人事部同席のもと所属長面談を実施
　　　　　　　　  ・ 人事部主催の集合研修（１回）を開催

 《具体的事例②》
 ・病気休職から復職後も勤務実績が上がらない

 ・病気休職と復職を繰り返して、勤務実績が上がらない

５　分限処分（勤務実績不良、適格性欠如）の実施

改善されない

改善されない

〇勤務実績不良等職員に対する指導育成体制

　・　職員適格性審査委員会、職員懲戒審査委員会に諮問

１５



（１）高齢化

（２）若返り

○概要：退職者(60歳～）を退職前の勤務成績等に基づく選考により再度任用
　　　（1年更新）。勤務形態はフルタイム又は短時間（3／4勤務、1／2勤務）
○趣旨：①公的年金の支給開始年齢引き上げへの対応
　　　　②長年の職務で培った知識・経験の活用
○時期：Ｈ14年度～
○実績：再任用職員476名（フルタイム：138名、短時間:338名）【Ｈ25.4.1現在】

①再任用制度

○概要：民間経験者枠（行政Ⅱ･技術Ⅱ）の受験資格から年齢要件を撤廃
　　　　【27歳以上35歳未満（民間5年以上）→年齢要件なし（民間5年以上）】
○趣旨：①雇用対策法改正の趣旨を踏まえた対応
　　　　②優秀な人材の確保
○時期：Ｈ20年度～
○実績：Ｈ25採用最年長者　44歳

②採用試験の年齢要件撤廃（行政Ⅱ･技術Ⅱ）

○概要：一定年齢（45歳～58歳）の職員を対象に退職希望者を募集し、実際の退職者
　　　　には、退職手当を加算
○趣旨：①職員構成の適正化
　　　　②職員に地域活動や家庭生活など第二の人生の選択肢を提供
○実施：Ｈ9～10年度（2回：33名）
　　　　Ｈ16～18年度（3回：103名）
　　　　Ｈ21～24年度（4回：120名）

①早期希望退職

○概要：いわゆる「公務員試験」を行わず、グループワークや面接を中心とした人物
　　　　重視の選考による、新卒中心（21歳～24歳）の採用枠。
○趣旨：①組織の若返り
　　　　②優秀な人材の確保（選考日程を早め、民間志望の学生にも門戸を開く）
○実施：Ｈ25年度
○実績：12名合格（受験者：638名　受験倍率：53.2倍）

②新採用試験区分「行政（特別枠）」

職層別職員数
区　分 局　長 部　長 課　長 係　長 係　員 合　計 平均年齢
職員数 37          146         640         1,609      6,118      8,550      43.5

職層別職員数
区　分 局　長 部　長 課　長 係　長 係　員 合　計 平均年齢
職員数 32        186       737       1,907    8,496      11,358     41.3

※企業管理者除く。
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〇職員の年齢構成等

　１　年齢別職員構成の比較 　２　関連施策
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市職員の次世代育成支援プログラム 
～ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽの実現をめざして～ 

（計画期間：H22.4.1～H27.3.31） 
【目 的】 

多様な働き方、バランスの取れた働き方

ができる職場を実現し、職員の仕事と子育

ての双方の充実を図る 

*職員の仕事と子育ての両立支援だけでなく、 

「全ての職員のワーク・ライフ・バランスを推進 

し、仕事と私生活のどちらも充実させることが 

重要」との視点に立って策定 

 

  

 

方向性 取 組 状 況 進捗・実施状況 等 

＜ＷＬＢ研修の実施＞ 

●役職者を対象としたＷＬＢ研修の実施【H25.11】 

・対象：全課長、係長級職員（約 1,800 人） 

● 階層別研修におけるＷＬＢ研修の実施  

                   【H25.4～7】 

・対象：新採、5・10 年次、主任等の階層（約 480 人） 

① 

意
識
改
革
・組
織
風
土
改
革 

＜啓発活動＞ 

●ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ推進月間の実施【H25.11】 

・役職者を対象とした WLB 研修の実施（再掲）  

※対象：全課長、係長級職員（約 1,800 人） 

・市役所カエルデー、カエル会議の実施 

・ノー残業デーの市長メッセージ庁内放送 

       《研修受講状況》        

＜時間外勤務の削減＞ 

●「時間外勤務削減のための指針」の見直し 

●ノー残業マンスの実施【H25.7～8】 

●勤務時間内で成果を出すﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの徹底 

② 

仕
事
の
見
直
し
と
改
善 

＜業務の見直し・効率化＞ 

●職員提案での職場改善事例報告会の実施 

【H26.1】 

●新年度面接の実施【H25.5～6】 

●「事務改善推進会議」における取組みの推進 

●自己評価ｼｰﾄにおける事務改善に関する目標設定 

 

＜仕事と子育て等の両立支援＞ 

●子ども参観日の実施【H25.7～8】 

●「出生予定連絡票」提出の徹底周知【H25.4】 

●パパママ応援・子育て＆仕事サポート研修 

【H25.6～11】 

・対象：育休取得予定及び育休中の職員 

③ 

次
世
代
の
育
成
支
援 

＜継続的な啓発活動＞ 

●「ワーク＆ライフいきいき応援サイト」の運営 

●「子育ていきいき・わくわくハンドブック」の活用推進 

女性活躍推進アクションプラン  

（計画期間：H20.9.1～H30.8.31） 

【目 的】 
女性職員を育て、いきいきと活躍できる

職員づくりを実現する 

【４つの柱】 
① 計画的・意識的な人材育成と登用 
② 女性のチャレンジを応援する組織風

土への改革 
③ワーク・ライフ・バランスの推進 
④推進体制の確立 

〇ワーク・ライフ・バランスに関する取組状況について 

職員アンケートより（H25.2 実施） 

◎ 「意識改革・組織風土改革」や「仕事の見直し」、「子育てとの両立支援」などの取
組みにより、職員アンケートで「ワーク・ライフ・バランスはとれているかと」の質問に
対し、約７割の職員が肯定的な回答をしている 
 
 

 

 

 

 

◎ ワーク・ライフ・バランス施策は子育て等との両立支援策と捉えられがちであるが、
「ワーク・ライフ・バランスがとれている」と回答した職員ほど、「チャレンジ意欲やモ
チベーションが高い」と回答している 

 

 

 

 12.3%

5.3%

9.7%

10.9%

19.2%

28.1%

40.7%

45.2%

57.8%

49.5%

35.1%

38.1%

31.2%

23.0%

25.4%

19.3%

13.3%

5.9%

3.4%

2.0%

5.3%

2.7%

8.1%

4.9%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とれていない（n=57）

どちらかといえばとれていない（n=113）

どちらともいえない（n=186）

どちらかといえばとれている（n=588）

とれている（n=307）

高い どちらかといえば高い どちらかといえば低い 低い 無回答

26.0%

20.5%

23.9%

47.9%

47.5%

47.7%

14.4%

13.7%

14.1%

12.7%

9.0%

6.8% 4.4%

4.7%

4.5%0.7%

0.9%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性(n=1,225)

女性(n=765)

全体(n=1,990)

とれている どちらかといえばとれている どちらともいえない

どちらかといえばとれていない とれていない 無回答
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総参加人数

4,646 人 

H19 H20 H21 H22 H23 H24
時間数 452,991 425,766 453,902 452,710 414,620 399,746
対前年 － ▲6.0% 6.6%  ▲0.3%  ▲8.4% ▲3.6%
対19年 － ▲6.0% 0.2%  ▲0.06% ▲8.5% ▲11.8%

≪時間外勤務時間数≫

390,000

400,000

410,000

420,000

430,000

440,000

450,000

460,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24

H19 H20 H21 H22 H23 H24
取得率 1.6% 2.5% 3.3% 3.9% 2.4% 7.9%

育児休業 3人 2人 5人 6人 2人 11人

育児短時間勤務 － 3人 1人 1人 1人 0人

部分休業 1人 1人 2人 1人 2人 5人

合計 4人 6人 8人 8人 5人 16人

≪男性職員の育児休業等取得率≫
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